
 

札幌の都心で開発をご検討される方へ 

～都心における開発誘導方針について～ 

計画されている事業にどの制度が適用されるかなど、 
まずはお気軽にご相談ください。 

札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課 
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ホームページ 
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S･M･I･L･Es 
City Sapporo 

   ustainability 
世界に誇る環境性と防災性を

備えた持続可能なまち 

Everyone,Economy…
国内外からヒト・モノ・投資

を呼び込み、北海道・札幌の

経済を⽀えるまち 

  anagement 
多様な主体により都⼼の継

続的な発展を⽀える仕組み

を備えたまち 

  ivability 
札幌らしい魅⼒的なライフス
タイル・ワークスタイルを実

現できるまち 

  nnovation 
まちなかでの多様な⼈々による 
知的な交流が促進され、新たな 

  価値・魅⼒・活⼒を創造するまち 

都心における開発誘導方針とは？ 

札幌市の都心において、 
札幌市では、都⼼のまちづくりの指針

である第 2 次都心まちづくり計画を策

定し、全市的な都市づくりの指針であ

る第 2 次札幌市都市計画マスタープラ

ンで掲げる都市づくりの理念である

「S・M・I・L・Es City Sapporo（ス

マイルズ シティ サッポロ）」の考え方

をもとに、都⼼ならではの「S・M・

I・L・Es」を実現することを目指し、

都心まちづくりを通じて目指すまちの

姿として右図の５つを掲げています。 

さらに、第 2 次都⼼まちづくり計画では、都心の骨格構造やターゲット・エリアを位置付け、

それぞれまちづくりの方向性を示しています。 

都⼼における開発誘導方針では、これらの実現に資する良好な民間都市開発を誘導します。 

都⼼の骨格構造とターゲット・エリア（第２次都⼼まちづくり計画より） 
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詳しくは「第２次都心まちづくり計画」をご覧ください。 

都⼼に関連する各種計画の目標実現に資する取組の例 

どのような都心を目指しているの？ 

（地区計画や都市再生特別地区、総合設計制度など⇒以下「緩和型土地利用計画制度等」という。） 

容積率の緩和等に関する土地利用計画制度等の運用の考え方を明示 

開発を後押しする補助制度等を紹介 

 

することにより、建物の建替え更新を促進し、都心に関連する各種計画の目標実現に資

する民間都市開発を積極的に誘導することを目的として策定したものです。 
都⼼ならではの「S・M・I・L・Es」 
（第 2 次都⼼まちづくり計画より） 

⇒3～9 ページ参照（容積率緩和のケーススタディは 11～14 ページ参照） 

⇒10 ページ参照 
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都⼼における開発誘導方針を適用する区域は、原則、札幌市立地適正化計画で定める

都市機能誘導区域（都心）とします。  

 

 

指定容積率※ 

 

指定容積率※ 

取組 1 

 

これまでの 
容積率緩和イメージ 

都心における開発誘導方針で定める 
容積率緩和イメージ 

公開空地整備 

上限を設定 

※ 「指定容積率」とは、 

用途地域に関する都市計画において定められた容積率をいい、敷地が指定容積率の異なる地域の２以上にわたる

場合においては、それらを加重平均した値とします。 

詳しくは「都心における開発誘導方針」6 ページをご覧ください。 

「S・M・I・L・Es」の実現に向けた

本市のまちづくりに資する様々な取

組を評価（公開空地の整備を含む） 

取組 2 

取組 3 

取組 4 

・
・
・ 

最大●●％ 

最大●●％ 

最大●●％ 

最大●●％ 

●これまでは・・・ 
 

公開空地の整備を主に評価 

●これからは・・・ 
 

第２次都心まちづくり計画など、

都心に関連する各種計画の実現に

資する様々な取組も積極的に評価 

●●％ 

都⼼における開発誘導方針を適用する区域 

都市機能誘導区域（都心） 

大通駅 

駅
前
通 

札幌駅 

苗穂駅 

創
成
川 

北海道庁 

大通公園 

サッポロ 

ファクトリー 

中島公園 

都心における開発誘導方針を適用する区域は？ 容積率の緩和の考え方は？ 

具体的な取組に

ついては、次の

ページをご覧く

ださい。 
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１１ 

１０ １０ 
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 ９.交通施設整備による良好な歩行環境形成 
 

共同荷さばき場や公共駐輪場など、良好な歩行

環境の形成に資する交通施設の整備 

 

 
 

【誘導する区域】 
 都⼼全域 

【誘導する期間】 
 指定なし 
 

【緩和容積率】 
取組内容に 

応じて⇒ 
 

最大 

50% 
緩和 

 ８.防災性向上 
  
災害時の帰宅困難者対策など、都心の防
災性向上に寄与する取組 

 

 

【誘導する区域】 
都⼼強化先導エリア 

【誘導する期間】 
 指定なし 
 

【緩和容積率】 
取組内容に 

応じて⇒ 
 

最大 

50% 
緩和 

 ７.脱炭素化推進 
 

 
 
 

【誘導する区域】 
都⼼全域 

【誘導する期間】 
 ～2035 年度 
（都⼼ｴﾈﾙｷﾞｰﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの計画期間） 
 

【緩和容積率】 
取組内容に 
応じて⇒ 
 

最大 

130% 
緩和 
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詳しくは「都心における開発誘導方針」7～22 ページをご覧ください。 
また、取組を評価する際に満たすべき基準等の詳細については「都心における緩和型土地利用計画制度等の運用基準」をご覧ください。 

その他の取組であっても、内容によっては評価することができる場合がありますので、地域計画課までご相談ください。 

※ その他、地下鉄駅や既存の地下歩行ネットワーク周辺のエリアについても対象とします。 

 

都心まちづくりを通じて目指すまちの姿  １.質の高いオープンスペース整備 

地区の特性に応じた質の高いオープンス
ペースの整備や利活用を促す取組等 

【誘導する区域】 
 都⼼全域 
【誘導する期間】 
 指定なし 

【緩和容積率】 

緩和容積率の目安（例） 

・活用する制度：地区計画 

・用途地域：商業地域（指定容積率：800％） 

・敷地面積：5,000 ㎡ 

・オープンスペースの面積：1,000 ㎡ 

・オープンスペースの種類と取組内容（「都⼼におけるオー 

プンスペースガイドライン」に適合） 

種類：滞留のための広場 

取組：以下のすべてに該当する広場の整備 

にぎわいを創出する用途と一体的に機能する広場、

屋内広場、バスなどの待合機能を備えた広場 
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 ２.地区ごとのまちづくりルール策定 

地区の特性を踏まえたまちづくりルールの策定 

・準拠による魅力的な街並みづくり等の取組 

 
【誘導する区域】 
 都⼼全域 
【誘導する期間】 
 指定なし 

【緩和容積率】 
取組内容に応じて⇒ 
 

最大 

100% 
緩和 

 ３.高機能オフィス整備 
 都心の活力と魅力の向上に資する高機能で 

環境性能に優れたオフィスの整備 

 【誘導する区域】 
都⼼強化先導エリア 

【誘導する期間】 
 ～2032 年度 

(第 2 次札幌市産業振興ﾋﾞｼﾞｮﾝの計画期間) 
 

【緩和容積率】 

取組内容に応じて⇒ 
 最大 

50% 
緩和 

 ４.ハイグレードホテル整備 
 
国際水準の宿泊機能を備えた 
ハイグレードホテルの整備 
 

 
【誘導する区域】 
 都⼼全域 
【誘導する期間】 
2030 年度までに整備済みであること 
 
 

【緩和容積率】 
取組内容に応じて⇒ 
 

最大 

50% 
緩和 

 ６.敷地外のまちづくり貢献 
 
計画敷地周辺の公共的な空間の再整備など、地

域まちづくりに寄与する敷地外の取組 

 
 

 

【誘導する区域】 
 都⼼全域 
【誘導する期間】 
 指定なし 
 

【緩和容積率】 
取組内容に 
応じて⇒ 
 

最大 

100% 
緩和 

 ５.景観資源配慮 
 
周辺の景観資源を積極的に生かした景観
形成 
 

 
【誘導する区域】 
 都⼼全域 
【誘導する期間】 
 指定なし 
 

【緩和容積率】 
取組内容に 

応じて⇒ 
 

最大 

50% 
緩和 

 １０.重層的な回遊ﾈｯﾄﾜｰｸ形成 
 

地下の歩行者空間への接続や地上・地下
出入口の取込みなどによる重層的な回遊
ネットワークの形成 
 

 
【緩和容積率】 

取組内容に 

応じて⇒ 
 

【緩和容積率】 
取組内容に 
応じて⇒ 
 

最大 

150% 
緩和 

最大 

50% 
緩和 

地下ﾈｯﾄﾜｰｸの拡充（ﾁ・ｶ・ﾎ等との接続） 
 

【誘導する区域※2】 
 都⼼強化先導エリア 
 都⼼商業エリア 
【誘導する期間】 
 指定なし 

地下ﾈｯﾄﾜｰｸの拡充(隣接する建物間の接続) 
 
隣接する建物間での地下通路接続によ
る地下歩行ネットワークの形成 

【誘導する区域※】 
 都⼼強化先導エリア 
 都⼼商業エリア 
【誘導する期間】 
 指定なし 

地上ﾈｯﾄﾜｰｸの拡充（空中歩廊等） 

建物間をつなぐ地上部の安全・快適な
歩行者の回遊ネットワークの形成 

【誘導する区域】 
 都⼼全域 
【誘導する期間】 
 指定なし 

最大 

50% 
緩和 

【緩和容積率】 
取組内容に 

応じて⇒ 
 

 １１.既存建物活用 
 
地域の魅力向上に資する敷地内の既存建物 

（歴史的建造物等）の保全・活用 

 

 

【誘導する区域】 
  都⼼全域 
【誘導する期間】 
 指定なし 
 

【緩和容積率】 
取組内容に 
応じて⇒ 
 

最大 

50% 
緩和 

容積率を緩和するにあたって評価する取組は？ 

：世界に誇る環境性と防災性を備えた持続可能なまち 

：多様な主体により都⼼の継続的な発展を⽀える仕組みを備えたまち 

：

：札幌らしい魅⼒的なライフスタイル・ワークスタイルを実現できるまち 

：国内外からヒト・モノ・投資を呼び込み、北海道・札幌の経済を⽀えるまち 
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緩和容積率 200％程度 

指定容積率や敷地面積、オープ
ンスペースの面積、「都心にお
けるオープンスペースガイドラ

イン」への適合度に応じて緩和 



   

 

   

 
都心強化 

先導エリア 

都心商業 

エリア 

その他の 

エリア 

１.質の高いオープンスペース整備 〇 〇 〇 

２.地区ごとのまちづくりルール策定 〇 〇 〇 

３.高機能オフィス整備 〇 － － 

４.ハイグレードホテル整備 〇 〇 〇 

５.景観資源配慮 〇 〇 〇 

６.敷地外のまちづくり貢献 〇 〇 〇 

７.脱炭素化推進 〇 〇 〇 

８.防災性向上 〇 － － 

９.交通施設整備による良好な歩行環境形成 〇 〇 〇 

１０.重層的な回遊ネットワーク形成    

 

（1）地下ネットワークの拡充（チ・カ・ホ等との接続） 〇 〇 ※1 
（2）地下ネットワークの拡充（隣接する建物間の接続） 〇 〇 ※1 
（3）地上ネットワークの拡充（空中歩廊等） 〇 〇 〇 

１１.既存建物活用 〇 〇 〇 

 
 

まちづくり計画が定め

られている地区等への

都心における開発誘導

方針の適用は、各計画

等の趣旨を踏まえ、個

別に判断 

 

容積率の緩和を行う際には、敷地の大きさや開発の規模に関わらず、以下の基本要件を満たす
こととします。 

地区の特性を踏まえて、新しく高さの上限を設定 

地区に必要な用途の導入 

 

緑地の保全 

建物の壁面の位置を新しく設定 

オープンスペースの確保 

地区計画の策定 

街並みに配慮した秩序あ

る高さの設定 

公園 
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都⼼における開発誘導方針に基づき容積率の緩和を行う場合、建築物の高さは、原則、高度地区※1

で定める高さ及び用途地域ごとに定める斜線制限※2 の範囲内とします。ただし、地区の特性に応じ

て、都市計画法に基づく制度を活用し、新たに高さの上限を設定するものなどについては、建築物

の高さを緩和できる場合があります。 

建物の壁面の位置を
新しく設定し、良好
な歩行環境を創出 

統一感のある街並み
の誘導 

地区の特性を踏まえて、新しく

高さの上限を設定し、斜線制限

を緩和 

貴重な緑地の保全や地区に必要とされて 
いるオープンスペースの整備の必要性 

地区計画で緑地やオープンスペースの配置・規模等
を定めるとともに、新しく高さの上限を設定 

②都心における

オープンスペ

ースガイドラ

インへの準拠 

⇒ 

③環境負荷の低減 ④みどりの創出 

⑤容積率の緩和にあたって評価する取組の担保  

（２）留意事項 （１）基本要件 

⑥その他の配慮事項 

開発に伴う景観上に変化、交通負荷の増大等 

①地区ごとのまちづくり動向の考慮 

基本要件の詳しい内容については、「都心における緩和型土地利用計画制度等の運用基準」25～26 ページを、 

「都心におけるオープンスペースガイドライン」については、同基準の資料編をご覧ください。 

緑地の保全やオープンスペースを 
確保する場合、建築面積が限られる 

 

公園 

高度地区で

定める高さ 

不揃いな街並み 

歩道に切迫した 
建物配置 

良好な街並みの形成やゆとりある 
歩行環境の創出の必要性 

街並み誘導型地区計画で建築物の形態
規制を新しく定め、斜線制限を緩和 

 ○：評価 ※：条件次第で評価 －：対象外 

※1 地下鉄駅や既存の地下歩行ネットワーク周辺のエリアについては対象となります。 

周辺の地権者の方々がまちづくりの方向性を共有し、複数の建築敷地にまたがって

地区計画を策定することにより、斜線制限を緩和できる可能性があります。 

一定の大きさの区域において周辺の街並みを考慮し、地区計画で高さのルールを 

設定することにより、建築物の高さを緩和できる可能性があります。 

＊ 取組を誘導する区域として、第２次都⼼まちづくり計画で定めたターゲット・エリアを設定している

場合、ターゲット・エリア自体が地形・地物で区切られるような明確な区域ではないことから、計画

敷地がこの区域内かどうかの判断については、地域計画課までご相談ください。 

※1 都市計画法第８条に規定する建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるものです。 

なお、都⼼において、指定容積率が 600％以上の区域については、高度地区の指定はありません。 

※2 建築基準法第 56 条第１項第１号に規定する前面道路の反対側の境界線からの建築物の高さの制限（道路斜線制限）及び建 

築基準法第 56 条第１項第２号に規定する隣地境界線からの建築物の高さの制限（隣地斜線制限）。ただし、建築基準法第 

56 条 7 項に基づく適用除外の規定があります。 

評価する取組をエリア別にみると？ 建築物の高さについては？ 

必ず満たすべき要件は？ 

 

 

 

都心商業エリア* 都心強化先導エリア* 都市機能誘導区域（都心） 

エリアの詳細は、「都心における緩和型土地利用計画制度等の運用基準」33～35 ページを、ご覧ください。 

緑地 
緑地 

 
建築物の高さを 

緩和できるケース
（例）地区計画により

緩和を行う場合 

 

 
斜線制限を 

緩和できるケース 
（例）街並み誘導型地

区計画により緩

和を行う場合 

 

建築敷地 



 

 

    

                              ◎：適用除外 〇：緩和 

制 度  適 用 の 要 件  

緩 和 等 で き る 事 項  

容積率 
（緩和上限） 

高度地区

で定める
高さ 

道路 
斜線 

隣地 
斜線 

用途 日影 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
制
度 

地
区
計
画
※1 

再開発等促進区を 
定める地区計画 

・区域面積 

概ね 5,000 ㎡ 

以上 

  ◎※2 

（指定容積率の 1.5 倍） ◎※3 ◎※4 〇※4
 － 

高度利用型 
地区計画 

〇 

（指定容積率の 1.5 倍） 
◎※3 ◎※4 － － － 

街並み誘導型 
地区計画   ◎※5 ◎※3 ◎※2 － － 

都市再生特別地区 

・区域 

都市再生緊急 

整備地域内 

・区域面積 

概ね 5,000 ㎡ 

以上 

〇 

（指定容積率の 1.5 倍
を超えることが可能） 

◎  ◎ ◎ ※6 

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
制
度 

総合設計制度 
(札幌市都⼼まちづくり
⽀援型総合設計制度) 

・敷地面積 

500 ㎡以上 

・原則として幅

員 8ｍ以上の

道路に接する

区域 

・一定割合以上 

の空地 等 

〇 

（指定容積率の 1.5 倍 
or 指定容積率+250％ 
のどちらか小さいほう

の数値） 

－ － － － 

※1 別途、条例化の手続きが必要になります。 

※2 別途、建築基準法上の認定手続きが必要になります。 

※3 札幌市が別に定める「札幌圏都市計画高度地区規定書」に基づき、建築物の高さの最高限度を定める場合に適用除外が可能です。 

※4 別途、建築基準法上の許可手続きが必要となります。 

※5 前面道路による容積率の制限のみ適用除外が可能です。なお、適用除外にあたっては、別途、建築基準法上の認定手続きが必要になります。 

※6 都市再生特別地区の区域外に日影を生じさせる場合は、日影が生じる区域の規制を受けることになります。 

  

▼建築物の整備等に対する補助制度 
 優良建築物等整備事業 

 
市街地の環境の整備改善のため、土地の利用
の共同化、高度化等に寄与する優良な建築物
等の整備を行う事業について、国と地方公共
団体が必要な助成を行う。 

市街地再開発事業 
 

概要 

助成額 

法的な手続きを経て、建物、敷地、道路など
の一体的な整備を行う良好な開発に対して、
事業費の一部を補助する。 

対象事業*の整備費用の２／３を補助 

 

国の要綱に基づいて算出される額を

上限として個別の協議により決定 

＊ まちづくりに貢献する整備内容にかかる部分 

開発を後押しする緩和型土地利用計画制度等以外の制度として、以下の補助制度等※がありま

す。なお、これらの補助制度等については、前ページで示した緩和型土地利用計画制度等を活

用し、容積率等を緩和する開発についても、併せて活用できる可能性があります。 

建築物における駐車施設の附置等に関する条例（附置義務条例）の見直し 

9 10 

緩和型土地利用計画制度等の詳細については、 

「都心における緩和型土地利用計画制度等の運用基準」２～５ページをご覧ください。 

札幌市では、昭和 40 年（1965 年）に附置義務条例を制定し、一定規模以上の建築物に対し駐車施設の附置を義
務化してきましたが、都⼼部の駐車場整備地区では、駐車場の供給量が増加する一方、駐車需要の伸びは鈍化し
ております。こうした状況を踏まえ、附置義務条例の見直しを行いました（平成 31 年（2019 年）1 月施行）。 

② 隔地距離の緩和  

対象事業等の詳細は下記までお問い合わせください。 
お問い合わせ先：札幌市まちづくり政策局都市計画部 事業推進課（011-211-2706） 

〈見直しの概要〉 

対象事業等の詳細は「さっぽろ都心みどりのまちづくり助成金交付要綱」をご覧ください。 

お問い合わせ先：札幌市建設局みどりの推進部 みどりの管理課（011-211-2522） 
 

対象事業等の詳細は下記までお問い合わせください。 

お問い合わせ先：札幌市経済観光局経済戦略推進部企業立地担当課（011-211-2362） 
 

詳細は「札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例及び同条例施行規則の手引き」をご覧ください。 
お問い合わせ先：札幌市まちづくり政策局総合交通計画部 交通計画課（011-211-2275） 

札幌市都市局建築指導部 建築安全推進課（011-211-2867） 
 

▼緑化に対する補助制度 
 さっぽろ都心みどりのまちづくり助成制度 

 札幌都⼼部にみどり豊かな潤いのある空間を増やしていくため、事業者が対象区域内の民有地で
行う各種緑化に対し、植栽購入費や植栽基盤整備費などの緑化費用の一部を助成する。 概要 

助成額 緑化費用の 2／3 まで（上限額：3,000 万円、下限額：100 万円） 

 

▼企業立地に対する補助制度 
 

本社機能・事務センター等立地促進補助金 
 

企業の本社又は本社機能の一部を道外から移転
する、または事務センター・特例子会社を新設・
増設する企業に助成を行う。 

概要 

助成額 

IT・コンテンツ・バイオ立地促進補助金 

情報通信技術・デジタル技術・バイオ技術を活
用した製品の研究・開発・制作を行う事業所を
新設もしくは増設する企業に助成を行う。 

新設：最大１億円 

増設：最大 2,400 万円 

 

新設：最大２億円 

増設：最大１億円 

 

緩和型土地利用計画制度等にはどのようなものがあるの？ 開発を後押しする補助制度等にはどのようなものがあるの？ 

都⼼における開発誘導方針に基づき、容積率の緩和を行う際に主に活用する緩和型土地利用計画制度等は以

下のとおりです。なお、都市計画法に基づく制度を活用する場合は、都市計画審議会への諮問、建築基準法に

基づく制度を活用する場合は、建築審査会の同意など、所定の手続きが必要になります。 

都市計画法に基づく制度により容積率の緩和を行う場合は、「都市計画提案制度」を活用する 

ことを基本とします。 

都市計画提案制度の詳細については、「都市計画法及び都市再生特別措置法による札幌市都市

計画提案制度について」をご覧ください。 
※ 補助制度等の内容については、変更になる可能性があります。最新の情報は各お問い合わせ先にご確認ください。 

①  附置義務台数の適正化 
（対象床面積及び原単位の緩和） 

③ 公共交通利用促進措置等による 
特例制度の新設など 



 

  

＜取組内容＞ 

高機能オフィス 

公共駐輪場 

共同荷さばき場 

備蓄倉庫 

ハイグレードホテル 

屋内広場 

（一時滞在スペース） 

その他のまちづくり貢献 

地域熱供給ネットワークへの

接続、プラントの整備 

建物の省エネルギー化 

一定の接続延長を確保し

地下ネットワークに接続 

建築敷地 

3.高機能オフィス整備 

4.ハイグレードホテル整備 

10.重層的な回遊ネットワーク形成

①チ・カ・ホ等との接続 

1.質の高いオープンスペースの

整備 

9.交通施設整備による良好な 

歩行環境整備 

8.防災性向上 

7.脱炭素化推進 

6.敷地外のまちづくり貢献 

敷地外の公共的

空間の整備 

都市再生特別地区

の区域 
にぎわい用途の導入 

仲通りの整備 

＜取組内容＞ 

一定の接続延長を確保し

地下ネットワークに接続 

歩道状空地 

50％ 

最大 100％ 

最大 100％ 

最大 100％ 

最大 50％ 

建築敷地 

地区計画の区域 

にぎわい用途

の導入 

公共駐輪場 

エリア内の空地のしつらえの統一や

利活用を想定した整備 

1.質の高いオープンスペ

ースの整備 

2.地区ごとのまちづくり

ルール策定 

6.敷地外のまちづくり貢献 

10.重層的な回遊ネット 

ワーク形成 

①チ・カ・ホ等との接続 

9.交通施設整備による 

良好な歩行環境整備 

共同荷さばき場 

該当するエリア  …… 都⼼商業エリア 
活用する制度   …… 高度利用型地区計画 

街並み誘導型地区計画 
用途地域     …… 商業地域（指定容積率 800％） 
高度地区     …… 指定なし 
区域面積     …… 5,000 ㎡以上 

ケーススタディ① 

地区計画を活用するケース 
 

指定容積率800％+緩和分400％ 
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まちづくりの貢献内容を総合的に
評価して緩和します 

該当するエリア …… 都⼼強化先導エリア 
活用する制度  …… 都市再生特別地区 
用途地域    …… 商業地域（指定容積率 800％） 
高度地区    …… 指定なし 
区域面積    …… 5,000 ㎡以上 

ケーススタディ② 

都市再生特別地区を活用するケース 
 

容積率の上限：指定容積率の 1.5 倍（800%×1.5 倍=1,200%） 
容積率の上限：指定容積率の 1.5 倍とはせずに、個別の計画におけるまちづくりへの貢献内容を総合的に判断し、適切な上

限値を設定※。※数値を定める際には、「都心における緩和型土地利用計画制度等の運用基準」の技術的基準も参考に定める。 

指定容積率 800％の敷地で基本要件等を満たしたうえで下記の取組を行った場合、 

容積率を、最大 400％ 
緩和します 

指定容積率の 1.5 倍を超えることも可能 

都市再生緊急整備地域内の敷地で基本要件等を満たしたうえで下記の取組を行った場合、 

都心商業エリア 

緩和後の 

容積率 

緩和後の 

容積率 

都市再生緊急整備地域 

都心強化先導エリア 

合計400％ 

＝最大 1,200％ 

容積率緩和のケーススタディ 

総合的に評価して
緩和値を決定 



 

 

100％ 

＜取組内容＞ 

備蓄倉庫 

にぎわい用途

の導入 

最大 50％ 

最大 50％ 

最大 50％ 

建築敷地 

歩道状空地 

屋内広場 

（一時滞在スペース） 

地域熱供給ネット

ワークへの接続 

10.重層的な回遊ネットワーク形成

①チ・カ・ホ等との接続 

1.質の高いオープンスペースの整備 

8.防災性向上 

7 脱炭素化推進 

地下ネットワーク

に接続 

都心強化先導エリア 

該当するエリア  …… 都⼼強化先導エリア 
活用する制度   …… 総合設計制度 
用途地域     …… 商業地域（指定容積率 800％） 
高度地区     …… 指定なし 
敷地面積     …… 1,000 ㎡ 

ケーススタディ③ 

総合設計制度を活用するケース 

 

該当するエリア …… 創成イースト北エリア 
活用する制度  …… 総合設計制度 
用途地域    …… 近隣商業地域（指定容積率 300％） 
高度地区    …… 45ｍ高度地区 
敷地面積    …… 1,000 ㎡ 

ケーススタディ④ 

総合設計制度を活用するケース 

 

指定容積率 800％の敷地で基本要件等を満たしたうえで下記の取組を行った場合、 

指定容積率800％+緩和分250％ 
容積率の上限：指定容積率×1.5 倍まで、もしくは、指定容積率+250％のいずれか小さいほうの数値 

（800％×1.5 倍＝1,200％>800％+250％＝1,050％ ⇒採用） 

＝最大 1,050％ 

指定容積率 300％の敷地で基本要件等を満たしたうえで下記の取組を行った場合、 

指定容積率300％+緩和分150％ ＝最大 450％ 

容積率を、最大 250％ 
緩和します 

容積率を、最大 150％ 
緩和します 

創成イースト北エリア 

緩和後の 

容積率 

緩和後の 

容積率 

Ｖ' ＝ v ×（ 1 ＋（ α － 0.1 ）× ki × kA ）＋ β  

   

＜札幌市都心まちづくり支援型総合設計制度を活用する場合の容積率の算定方法＞ 

        

の評価分 その他の取組の評価分 

詳しくは「札幌市都心まちづくり支援型総合設計制度許可取扱要綱」をご覧ください。 

        

Ｖ'  
v  
α  
ki 
kA 
β 

: 容積率の最高限度（％）  
: 基準容積率(％)  
: 有効オープンスペース率 
: 基準容積率による補正係数  
: 敷地面積による補正係数 

: 質の高いオープンスペース以外の取組の緩和容積率の合計（％） 

例えば、上記のケーススタディ③の場合、 
下記が該当します。 

注）総合設計制度を活用する場合は、必ずオープンス

ペースを整備しなければなりません。 
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容積率の上限：指定容積率×1.5 倍まで、もしくは、指定容積率+250％のいずれか小さいほうの数値 
（300％×1.5 倍＝450％＜300％+250％＝550％） 
         ⇒採用 

＜取組内容＞ 

既存の景観資源 

展望スペース

の整備 

景観資源と調和した

意匠・デザイン 

広場 

100％ 
歩道状空地 

建築敷地 

1.質の高いオープンスペースの整備 

最大 50％ 

5.景観資源配慮 

合計250％ 

合計150％ 

容積率緩和のケーススタディ 

7.脱炭素化推進 

8.防災性向上 

 10. 重層的な回遊ネットワーク形成 

高度地区で定める高さ以下 

1.質の高いオープンスペースの整備 


